
2026年度用

慶應義塾大学病院 看護職員の皆様へ

お申込締切日
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2026年

4月1日まで

＜お問い合わせ先＞

■取扱代理店

株式会社 慶應学術事業会 看護職賠担当
〒108-0073 東京都港区三田 3－2－3 万代三田ビル4階
受付時間 平日午前8時30分～午後5時
TEL 03-3453-3846（慶應義塾内線：22486）

Email hoken@keioae.com

■引受保険会社

東京海上日動火災保険株式会社
担当課 公務第二部 文教公務室
〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4
TEL 03-3515-4133

保険期間 ：2026年5月1日午後４時～ 2027年5月1日午後４時までの1年間

看護職賠償責任保険のご案内
（賠償責任保険普通保険約款、保健師・助産師・看護師特別約款）

団体割引

2 0 %



看護職賠償責任保険とは

看護師、准看護師、保健師または助産師が、看護業務（＊）の遂行によって、他人の生命・身体を害した

り、財物を損壊（滅失、破損、汚損）したり、人格権を侵害したために法律上負担しなければならない損

害賠償責任について保険金をお支払いする保険です。

（＊）看護業務とは、保健師助産師看護師法に規定される次の業務であって、日本国内において遂行される

ものをいいます。

ア 看護師の資格を有する者が行う看護師としての業務

イ 准看護師の資格を有する者が行う准看護師としての業務

ウ 保健師の資格を有する者が行う保健師または看護師としての業務

エ 助産師の資格を有する者が行う助産師または看護師としての業務

オ アからエまでに付随する業務

看護職賠償責任保険の特長

看護職賠償責任保険の主な保険金お支払例

１．誤った薬剤を投与してしまい患者に身体疾患が発生。患者から賠償金を請求された。

（基本契約）

２．業務遂行中、うっかり患者のメガネを踏んでしまい破損。患者から弁償を求められた。

（財物損壊担保特約）

３．業務遂行中、名誉を傷つけられたとして、患者から賠償金を請求された。

（人格権侵害担保特約）

※上記は保険会社が作成した事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。
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※詳細は本パンフレット P.4 以降をご参照ください。

① 法律上支払わなければならない損害賠償金を支払限度額の範囲内でお支払いします。

② 法律上の損害賠償金のほか、弁護士費用や訴訟費用などもお支払いの対象となります。

③ 看護業務に起因して他人の生命・身体を害した場合のほか、他人の財物を損壊した場合や、
人格権を侵害した場合、社会通念上妥当と認められる初期対応費用などもお支払いの対象
となります。



支払限度額 免責金額(1事故) 年間保険料(1名)

基本契約 １事故 5,000万円

（人格権侵害（＊）） 保険期間中 1億5,000万円

対物事故 １事故・保険期間中  30万円

初期対応費用 １事故 500万円

（うち身体障害についての見舞金・見舞品購入費用  １被害者10万円）

0円 2,390円

支払限度額と保険料（団体割引 2 0％適用）

（＊）人格権侵害担保特約の支払限度額は、基本契約の支払限度額と共有となります。

加入手続き

「看護職賠償責任保険加入依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印の上

2026年4月1日までにご提出ください。

更新を希望されない方、保険期間の途中でのご加入をご希望の方は、

以下メールアドレス宛にメールまたは二次元コードよりお問い合わせ下さい。

（株）慶應学術事業会 hoken@keioae.com

保険料の払込方法

2026年5月給与より引き去ります(一時払)

※現在ご加入の方は必ずお読みくださいますようお願いいたします。

現在ご加入の方につきましては、2026年4月1日までにご加入の方からのお申し出または保険会社から

の連絡が無い限り、今年度パンフレット等に記載の保険料・補償内容にて、保険会社に保険契約を申

し込みます。なお、本内容をご了承頂ける方につきましては、特段のご加入手続きは不要です。（自

動更新されます）

その他ご不明な点等ございましたら、慶應学術事業会(hoken@keioae.com)までご連絡ください。
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お問い合わせは
こちら

ご加入内容に関する大切なお知らせ



看護職賠償責任保険は､看護師､准看護師､保健師または助産師が､看護業務の遂行に起因して発生し
た他人の身体の障害について負う法律上の賠償責任を補償する保険です｡

保険期間は､１年間です｡

被保険者または業務の補助者による看護業務の遂行に起因して発生した他人の身体の障害について､被保険
者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して､保険金をお支払いします｡

保険金をお支払いするのは､身体の障害が保険期間中に発見された場合に限ります｡たとえ

ば､次のようなケースが考えられます｡

①看護師が医師の指示と異なった薬剤を点滴してしまい､患者が死亡した｡

②看護師が医師の指示により採血を行った際に患者の身体を傷つけてしまった｡

保険契約者
学校法人慶應義塾
この保険は､学校法人慶應義塾をご契約者とし､慶應義塾に勤務されている看護師､准看護師､保健師､助産師の皆様を

被保険者とする看護職賠償責任保険の団体契約です｡

被保険者 

(ご加入者)

学校法人慶應義塾に勤務されている看護師､准看護師､保健師､助産師の皆様で､加入申込みを

いただいたご本人
※保健師助産師看護師法に規定される看護師､准看護師､保健師､助産師の方がこの保険にご加入できます｡

看護助手の方は､この保険にご加入いただくことができませんので､ご注意ください｡

【被保険者】  ︓この保険契約において補償を受けることができる方｡ご加入者｡

【身体の障害】︓傷害､疾病またはこれらに起因する後遺障害もしくは死亡

【財物の損壊】︓財物の滅失､破損または汚損

【支払限度額】︓お支払いする保険金の上限額をいいます｡

【免責金額】  ︓お支払いする保険金の計算にあたって､保険金のお支払い対象となる損害の額から差し引かれる金額をいいます｡免責金額

は被保険者の自己負担となります｡

【看護業務】 ︓保健師助産師看護師法に規定される次の業務であって､日本国内において遂行されるものをいいます｡

ア．看護師の資格を有する者が行う看護師としての業務

イ．准看護師の資格を有する者が行う准看護師としての業務

ウ．保健師の資格を有する者が行う保健師または看護師としての業務

エ．助産師の資格を有する者が行う助産師または看護師としての業務

オ．アからエまでに付随する業務



この保険では､被保険者が負担する次の損害に対して約款の規定に従い保険金をお支払いします｡

法律上の賠償責任が発生した場合において､被保険者が被害者に対して支払責任を
負う損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要となります｡

損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において､被保険者が引受保険会社の同意を
得て支出した弁護士費用､訴訟費用等(訴訟に限らず調停･示談なども含みます｡)

事故が発生した場合において､被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全･行
使手続または既に発生した事故に係る損害の発生･拡大の防止のために引受保険会
社の同意を得て支出した費用

事故が発生し､被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任
がないことが判明した場合において､応急手当､護送等緊急措置に要した費用､また
は引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用

引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において､被
保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用

保険金のお支払い方法は､次のとおりです｡

【損害賠償金】
上記①の法律上の損害賠償金については､その額から免責金額を差し引いた額に対して､ご加入された支払限度額を限度に
保険金をお支払いします｡

【各種費用】
上記②〜⑤の費用は､原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります(支払限度額は適用されません｡)｡

ただし､ ②争訟費用については､｢①法律上の損害賠償金＞支払限度額｣となる場合は､次の式に従ってお支払いします｡

お支払いする保険金 ①法律上の損害賠償金 免責金額＝ ー

お支払いする保険金 ②争訟費用

支払限度額

＝ ×

①法律上の損害賠償金



次の事由に起因する損害に対しては､保険金をお支払いできません｡
※ここでは主な場合のみを記載しております｡詳細は､保険約款でご確認ください｡

１．法令で定める所定の資格を有しない者が遂行した看護業務

２．自動車､原動機付自転車､航空機または船舶の所有､使用または管理

３．被保険者が所有､使用または管理する不動産または動産(看護業務に使用する機械および器具を除きます｡)

４．名誉き損または秘密の漏えい(*1)

５．美容を唯一の目的とする業務

６．看護業務の結果を保証することにより加重された賠償責任

７．他人の財物を損壊したことに起因する賠償責任(*2)

８．被保険者が助産所の開設者である場合における助産または妊婦､じょく婦もしくは新生児の保健指導に起因する損害

９．保険契約者または被保険者の故意 

10．戦争､変乱､暴動､騒じょう､労働争議

11. 地震､噴火､洪水､津波､高潮

12. 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において､その約定によって加重された賠償責任

13.  被保険者が所有､使用または管理する財物の損壊について､その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する

賠償責任(*3)

14. 被保険者と同居する親族に対する賠償責任

15. 被保険者の使用人が､被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任

16. 排水または排気(煙を含みます｡)に起因する賠償責任

17. サイバー攻撃

(*1)人格権侵害担保特約条項で補償対象となる損害については､この規定は適用されません｡ 

(*2)財物損壊担保特約条項を付帯する場合は､この規定は適用されません｡

(*3)財物損壊担保特約条項を付帯する場合は､ 看護業務の遂行にあたって使用または管理する財物の損壊には､この規定は適用されません｡

【財物損壊担保特約条項固有】

１．被保険者の占有を離れた財物の損壊自体

２．被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して提供した財物であって被保険者の占有を離れたものまたは被

保険者の行った業務の結果

【人格権侵害担保特約条項固有】

１．最初の行為が保険期間の初日の前に行われ､その継続または反復として行われた不当行為

２．事実と異なることを知りながら､被保険者によって､または被保険者の指図により行われた不当行為

３．被保険者によって､または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為(過失犯を除きます｡)

４．被保険者による採用､雇用または解雇に関して行われた不当行為

５．広告･宣伝活動､放送活動または出版活動

等





募文番号 ：25TX-005179 （2026年1月作成）


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8

